
個人情報の保護に関する法律の改正に伴う対応について 

 

本年４月１日に個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）の改

正が適用され、これまで各地方公共団体の条例で規定していた個人情報の保護

と利用に関するルールが全国で統一されるため、個人情報の定義や地方公共団

体の義務等は、法令で規定されることになります。 

これに伴い、現行の「伊賀市個人情報保護条例（平成 16年伊賀市条例第 16号）

を廃止する予定ですので、当該条例を引用または参照している例規や計画等を

修正する必要があります。例規類集に掲載されているもの（別紙参照）について

は、総務課でまとめて改正しますが、それ以外の約款や計画等については、それ

ぞれの担当課で今年度中に修正してください。 

なお、個人情報保護条例の廃止を含む法施行条例の制定議案は３月議会に提

出する予定ですが、いずれも４月１日の施行になりますので、事前に準備を進め

てください。 

 

１ 修正が必要な例規等 

○ 条例については、法施行条例の制定の際に附則で改正します。 

○ 例規類集に掲載されている例規等（別紙のとおり）については、総務課で

一括して改正します。（市長部局分のみ） 

○ 例規以外で個人情報保護条例を引用または参照している約款や計画につい

ては、担当課で修正してください。 

 

２ 修正内容 

○ 個人情報の定義を引用している場合 

→ 個人情報の保護に関する法律による 

○ 開示請求の手続や期間を倣っている場合 

→ 個人情報の保護に関する法律施行条例の例による 

 

 

 

【添付資料】 

 ・（別紙）例規類集検索結果一覧 

 ・（参考資料）個人情報保護法改正のイメージ 
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総務課で一括して改正する例規 

 

1. 伊賀市保有個人情報等の取扱いに関する管理規程（平成29年４月１日訓令第28号） 

：［デジタル自治推進局］ 

 

2. 伊賀市ｅモニター制度実施要綱（令和３年12月28日告示第240号） 

：［秘書広報課］ 

 

3. 伊賀市「市民の声データベースシステム」運営要領（平成16年11月１日訓令第12号） 

：［秘書広報課］ 

 

4. 伊賀市が設置する防犯カメラ等の設置及び運用に関する要綱（平成21年７月３日告示第132号） 

：［管財課］ 

 

5. 伊賀市ホームページに関する運営要領（平成16年11月１日訓令第10号） 

：［秘書広報課］ 

 

6. 伊賀市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱（平成24年10月11日告

示第186号） ：［住民課］ 

 

7. 住民票の写し等、戸籍証明書等及び印鑑登録証明書に関する交付申請書に係る開示請求処理

要綱（平成24年10月11日告示第187号） ：［住民課］ 

 

8. 自治組織に関する規則（平成23年３月31日規則第36号） 

：［住民自治推進課］ 

 

9. 伊賀市移住支援補助金交付要綱（令和２年３月31日告示第107号） 

：［地域創生課］ 

 

10. 職員に対する働きかけに関する取扱要綱（平成17年12月27日告示第219号） 

：［人事課］ 

 

11. 伊賀市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱（令和元年10月29日告示第

94号） ：［管財課］ 

 

12. 伊賀市債権管理条例（平成28年９月30日条例第34号） 

：［収税課］ 

 

13. 地域生活課題を解決するための包括的支援における個人情報の取扱いに関する同意に係る事

務取扱要領（令和４年４月１日訓令第48号） ：［医療福祉政策課］ 

 

14. 伊賀市こども家庭総合支援拠点設置運営要綱（令和４年３月31日告示第43号） 

：［こども未来課］ 

（別紙） 
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15. 伊賀市認知症初期集中支援推進事業実施要綱（平成27年10月１日告示第184号） 

：［地域包括支援センター］ 

 

16. 伊賀市聴覚障がい者等携帯電話Ｅメール１１９番通報利用登録制度実施要綱（平成23年６月８日

告示第127号） ：［障がい福祉課］ 

 

17. 伊賀市不妊治療費及び不育症治療費助成事業実施要綱（平成26年７月１日告示第161号） 

：［健康推進課］ 

 

18. 伊賀市不法投棄監視カメラシステムの設置及び運用に関する要綱（平成28年４月１日告示第81

号） ：［廃棄物対策課］ 

 

19. 伊賀市男女共同参画人材バンク設置要綱（平成23年７月22日告示第138号） 

：［人権政策課］ 

 

20. 伊賀市農産物販売価格低下対策事業費補助金交付要綱（令和２年７月８日告示第233号） 

：［農林振興課］ 

 

21. 伊賀市防災情報システム（地域情報発信システム）使用に関する要綱（令和４年６月１日告示第

155号） ：［防災危機対策局］ 

 

22. 伊賀市避難行動要支援者支援活動実施要綱（令和２年６月１日告示第217号） 

：［防災危機対策局］ 

 

23. 伊賀市地区市民センター条例（平成16年伊賀市条例第27号） 

：［住民自治推進課］ 

 

24. 伊賀市自治基本条例（平成16年伊賀市条例第293号） 

：［総合政策課］ 

 

25. 伊賀市住民基本台帳カードの利用に関する条例（平成20年伊賀市条例第46号） 

：［住民課］ 

 



個人情報保護法改正のイメージ (資料２）
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いままで各自治体の条例で定めていた個人情報の定義は、

個人情報の保護に関する法律によって定められます。

※各自治体の条例は、必要最小限の措置を定めるのみ。

条例を根拠にしていたものは、法律を根拠にする必要があります

伊賀市個人情報保護条例

⇓

個人情報の保護に関する法律 及び

伊賀市個人情報の保護に関する法律施行条例


